
 

 

【別紙１】インターネット回答用 WEBページの作成に関する特記事項 

 

１ WEB ページ作成要件 

対象の WEBページは、次の要件を満たすよう作成することとする。 

(1) ＰＣ、スマートフォン及びタブレットからの回答機能を有する。 

(2) アクセスのためのＩＤ・パスワードを設定するなどの方法により、調査対象者以外の回答の防止

や、同一対象者による重複回答の確認等を行える。 

(3) 「情報システムのための UI/UXガイドライン」等をもとに利用者の操作性向上に取り組むこと。 

 

２ セキュリティ要件 

WEB ページの運用保守において、次の措置がとられていることとする。 

(1) 通信経路の暗号化、通信回線の監視、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入など、安全な

管理のために必要な対策がとられている。 

(2) 情報システムの開発・管理・運用を行う者には、個人ごとに IDを発行し、それぞれに推測困難な

パスワードを設定している。また、開発・管理・運用に用いるページに対しては、アクセス元 IPア

ドレスによるアクセス制限や多要素認証など、ID・パスワードが漏えいしたとしても、インターネッ

トを経由した不特定多数からの不正アクセスが生じえない対策がとられている。 

(3) 必要に応じて、操作記録の採取を行うことができる。 

(4) 常に脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を入手し、リスクの大きさに応じた適切な対応がとら

れている。 

(5) WAF（Web Application Firewall）や仮想パッチ等、脆弱性を利用した攻撃を防ぐ仕組みが導入さ

れている。 

(6) データのバックアップ体制や緊急時の連絡、復旧時間については、委託者と協議すること。 

(7) データが保存されるサーバ機器の設置場所は国内とする。 

 

３ ウェブアクセシビリティの確保について 

  ウェブアクセシビリティの確保について、原則として実施すること。 

(1) 適合レベル及び対応度 

JIS X 8341-3:2016のレベル AAに準拠すること。 

※  本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基

盤委員会（以下、「WAIC」という。）の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイ

ドライン 2016年 3月版」で定められた表記による。 

(2) 対象範囲 

本業務委託で作成する全てのウェブページ 

(3) アクセシビリティ方針の策定について 

  総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、及び WAICの「ウェブアクセシビリティ方針策



定ガイドライン」に基づき、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針を策定すること。 

(4) 試験前の事前確認について 

ア HTML、CSS の雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。テストツール

(miChecker等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況を確認するこ

と。その結果は発注者へ情報提供すること。 

イ (1)で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替案や例外

事項の追加等を発注者へ提案し、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針の変更を行うこ

と。 

(5) 試験の実施について 

ア 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAICの「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドラ

イン」に基づき、試験を実施すること。 

イ 試験の実施においては、テストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこと。 

ウ 試験内容については、発注者に説明し、承認を得ること。 

エ 試験実施の範囲 

 (ｱ) 総ページ数が 40ページ未満である場合 

    試験を全ページで実施すること 

 (ｲ) 総ページ数が 40ページ以上である場合 

 当該システムからランダムに 40ページ抽出し、試験を実施すること。なお、40ページの中に

は次のページを含めること。 

■ 試験を必ず実施するページ 

    ・ トップページ 

    ・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html 等) 

 ・ アクセシビリティに関連するページ 

 ・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ（存在する場合） 

(6) 達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠（実装チェックリスト）の作

成について 

「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAICの「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライ

ン」に基づき、次のチェックリストを作成すること。 

ア 達成基準チェックリストの作成について 

 WAIC の「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基準チ

ェックリストを作成すること。 

イ 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成について 

 WAICの「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「3.1 達成方法及びその検証方法を

特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成すること。 

(7) 試験結果の説明及び不備の修正について 

達成基準チェックリストの各項目の試験結果について発注者に説明し、試験結果の妥当性につい

て承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試験実施を行い、

発注者の承認を得るまで対応すること。 



 

(8) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開について 

ア ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について 

「(3)」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。また、「(6) ア」で作

成した達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。 

イ ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について 

「(8) ア」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページは、

当該サイトの全画面から 2 クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配置するこ

と。 

※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該シス

テムの利用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。 

(9) 参考ページ 

ア  みんなの公共サイト運用ガイドライン 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000945249.pdf 

イ  WAIC の公開しているガイドライン一式 

(ｱ) JIS X 8341-3:2016 解説 

    https://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/#details 

(ｲ) ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 

    https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ 

(ｳ) ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 

    https://waic.jp/docs/jis2016/accessibility-plan-guidelines/202112/ 

(ｴ) JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 

    https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/202012/ 

(ｵ) 達成基準チェックリストの例 

    https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/202012/gcl_example.html 


